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記録作成に当たって

駒澤大学大学院法曹養成研究科（法科大学院）が２００４年４月１日に創立されて

以来、１年が経とうとしている。法科大学院とともに駒澤大学法曹研究会も設立

されたのを機に、この一年間の活動を記録するために、本誌に主な活動を簡単に

まとめて公表することにする。

駒澤大学大学院法曹養成研究科長

青野 博之
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２００４年度 駒澤大学法科大学院年次活動報告

【２００４年】

４月１日 法科大学院新入生オリエンテーション

４月２日 駒澤大学入学式・法科大学院入学式・大学院オリエンテーション・ク

ラス別オリエンテーション

４月３日 法科大学院開校式

５月２０日・６月４日 裁判員制度検討会・ビデオ上映会

５月２２日 第１回駒澤大学法科大学院進学説明会

５月２９日 合同進学相談会（Wセミナー 東京本校）

６月２０日 合同進学相談会（新宿エルタワー）

７月３日 合同進学相談会（新宿エルタワー）

７月９日 駒澤大学法科大学院学内説明会

７月１０日 第２回駒澤大学法科大学院進学説明会

７月１９日 合同進学相談会（池袋サンシャインシティ）

合同進学相談会（河合塾ライセンススクール池袋校）

７月２４日 奈良道博先生特別講演会「法曹を目指す皆さんへ」

７月３１日 合同進学相談会（伊藤塾東京校（渋谷））

８月６日～８日 夏合宿（本学富浦セミナーハウス）

９月１日～１５日 エクスターンシップ

１０月１６日～１２月１１日 合格者プレ講座

１０月３１日 無料法律相談会

１１月３０日 松森宏先生特別講演会「新人事訴訟法のポイント―離婚訴訟手続きが

変わった―」

１２月４日 第３回駒澤大学法科大学院進学説明会

１２月５日 合同進学相談会・体験ロースクール公開模擬授業（新宿 NSビル）

１２月１３日 合同進学相談会（LECリーガルマインド 池袋本校）

【２００５年】

１月２７日 佐久間弘道先生特別講演会「民法の現代語化について」
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裁判員制度と陪審制度に関するビデオ上映検討会

１ 日時 第１回 平成１６年５月２０日（木）第３講時

第２回 平成１６年６月４日（金）第３講時

２ 場所 法科大学院棟３０２パソコン教室

３ 目的 漓司法改革関連法案の一つである裁判員制度についての認識の深化

滷裁判員制度に関する憲法学的および刑事訴訟法学的検討

澆憲法・刑事訴訟法・刑法・民法学者などの多面的な意見の交換

潺学生の参加による問題点の検討

４ 内容 漓前もって裁判員制度に関する法案の簡単な説明

滷陪審制度については、「十二人の怒れる男」をみて概説

澆日本に陪審制度が導入された場合の例として「十二人の優しい日本

人」をみて検討

潺ビデオ作成上と実際の違いについての説明

潸陪審制度および裁判員制度に関する意見交換

５ 対象学生 未修者コースの学生

６ 感想

平成１６年１月政府案が作成され、３月閣議決定、第１５９回通常国会に「裁判

員の参加する刑事裁判に関する法律案」（いわゆる裁判員法）が提出された。

若干の修正協議がおこなわれた後、同年５月２１日に成立した。おそくとも平成

２１年５月までに裁判員制度は施行される。このような時事問題についても、常

に注意を払ってほしいという観点から、本検討会が組まれた。

ビデオを活用したことも有意義であった上に、多くの参加者を得て、活発な

議論が展開したことは、今後の法律学修への活力源になるのではないかと思わ

れる。なお、研究者間の討論は有意義ではあったが、一方、最終的には教育的

観点から妥協点を探った点で、多少の問題もみられたという意見もあった。今

後の反省材料としたい。
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第１回特別講演会

１ 講師 奈良道博先生（第一東京弁護士会所属・半蔵門総合法律事務所弁護

士）

２ 演題 法曹を目指す皆さんへ

３ 日時 平成１６年７月２４日１５：３０

４ 場所 大学会館２４６ ６階会議室

５ 参加人数 約３０人（主に法科大学院の学生・教職員）

６ 内容

法科大学院が理論と実務の架橋を目指すことにその目的があることに鑑み、

実務を担当する弁護士の立場から法科大学院に期待する事柄に関して、講演が

行われた。学生から質問が相次ぎ、予定の時間を延長するほど、熱のこもった

講演会であった。

具体的には、３０年にわたる弁護士としての仕事を通じて、事案分析能力が重

要であること、依頼者との関係が大切であることが、さまざまな事案を例にし

て、述べられた。学生・教職員ともに、法曹の心構えを理解することができ

る、有意義な講演会であった。
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研究者教員の実務研修

１ 日時 前期 平成１６年６月～７月 研修者 ４名

後期 平成１６年９月～平成１７年１月 研修者 ６名

２ 研修先 第一東京弁護士会所属の１０弁護士事務所

エクスターンシップ担当教員が、実際に学生の研修先を見ることが

でき、教員と受入事務所との連携が強化されるなどの理由から、教員

実務研修は、学生のエクスターンシップ研修先で行った。

３ 目的 漓エクスターンシップ担当教員自らが、法律実務の現場を体験するこ

とにより、エクスターンシップの教育目標を明確にする。

滷エクスターンシップ実施体制と実施内容をさらに一層充実させると

ともに、成績評価のための基盤作りを行う。

澆エクスターンシップ担当教員が、今までに培ってきた知識・理解を

法律実務という観点からさらに一層進め、自己研鑽に努める機会を

提供する。

４ 内容 漓訴訟記録の閲覧

滷法廷傍聴（口頭弁論、弁論準備手続、和解、証人尋問など）

澆法律相談、依頼者との打ち合わせへの同席

潺判例・文献調査

潸法律事務処理など

５ 感想

エクスターンシップ担当教員自らが、法律実務の現場を体験することから、

まず、守秘義務についての念入りなレクチャーを実務家教員から受けた。教員

実務研修は、前期・後期ともに約３～４日程度であったが、これによって実り

ある成果を挙げることができた。また、これは、教員が培ってきた知識・理論

と実務との架け橋となった。

たとえば、教員実務研修後に提出された実施報告書によれば、研修先の担当

弁護士の対応が丁寧かつ熱心であったこと、実際の訴訟記録の閲覧は研究者に

とって極めて有意義であったこと、教員の専門分野に限らず各種事件に接する
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ことができたこと、その他が指摘されている。他方、後期の９月は夏期休暇明

けで事件が集中しているため教員実務研修は避けた方がよい、研修内容につい

て教員と担当弁護士との綿密な調整が必要である、訴状・答弁書・準備書面等

の作成に携わりたかった、といった意見も提示されている。いずれにしても、

研修先の担当弁護士の先生方には大変お世話になった。ここで、改めて謝意を

表したい。
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夏季合宿報告

１ 日時 平成１６年８月６日～８日

２ 場所 本学富浦セミナーハウス（千葉）

３ 目的

夏季合宿は、本学カリキュラムの中で予定されていなかった。しかし法学の

勉強を４月から本格的に始めた１年生有志が、知識をより正確にかつ深くする

目的で、教員に開催することを要請し、それに教員が応じたことによって実現

した。

４ 参加者 教員３名、学生２年次生２名・１年次生１９名

５ 内容

第１日に民法物権法５時間、債権総論３時間、第２日に債権総論３時間、憲

法６時間、第３日にディベート３時間という、きわめて過酷な日程であった。

しかし、正規講義ではどうしても時間的制限があるために、深く検討できな

かった問題をかなり集中して研究した。

また参加者もきわめて熱心に時間を気にせずに議論や質疑応答をすることが

できた。そのため参加した学生からは、充実していたという評価を得た。
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エクスターンシップ実施報告

１ 事前説明会の開催（平成１６年７月２４日・２７日）

２年次生２０名を対象として、エクスターンシップ実施に向けた事前説明会を

２回開催した。この説明会では、エクスターンシップ担当委員の皆川教授よ

り、研修目的、研修時期・研修事務所、研修内容などについての説明が行われ

た。

２ クラス担任による事前指導（８月末）

平成１６年度のエクスターンシップの履修希望者は５名であり、８月上旬に、

５名全員の履修が許可された。８月末に、５名の各クラス担任が事前指導を

行ったうえで、学生の受入れをお願いする法律事務所へ学生と共にご挨拶に

伺った。事前指導の内容は、守秘義務や研修の内容・方法等を中心とするもの

である。

３ エクスターンシップの実施（９月１日～１５日）

９月１日から１５日のうち、平日１０日間、１日８時間の研修を標準とするエク

スターンシップを実施した。５名のうち、４名は第一東京弁護士会所属の先生

方の法律事務所に、１名は東京弁護士会所属の先生（駒澤大学法学部教授）の

事務所に研修の受入れをお願いした。履修学生は、漓訴訟記録の閲覧、滷訴訟

に関する争点整理表等の作成、澆法廷傍聴、潺法律相談などの実務研修に真剣

かつ熱心に取り組んだ。いずれの法律事務所も、履修学生の実務研修を司法修

習生の場合と同等の扱いで受入れて下さった。

４ エクスターンシップ報告会の開催（９月２８日）

来年度の履修予定者である１年次生３４名を対象に、１６年度のエクスターン

シップ報告会を開催した。５名の履修者がそれぞれ約１５分ずつ実務研修の内容

を報告し、自分の感想を熱く語ったのち、１年次生からの質疑応答が行われ

た。５名全員が実務研修を経験して非常に大きな感銘を受け、実務法曹をめざ

すモチベーションが高まったようである。その熱意が１年次生にも伝わったこ

とと思われる。

５ 法科大学院検討委員会・エクスターンシップWG（第２回）開催（１０月８
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日）

第一東京弁護士会の上記会議に、青野研究科長と受川教授が出席した。WG

の座長である五十嵐利之久先生の司会のもとに、受入れをお願いした事務所の

各先生方から実務研修内容のご報告とご感想を頂戴した。先生方より、学生は

いずれも真剣に実務研修を行っていたとする好意的なご感想を頂いた。

６ 以下、先生方から頂いた貴重なご指摘のうち、とくに重要と思われる点を記

しておこう。

漓 法科大学院２年次生の９月の段階では起案はできない。また、研修期間が

１０日間と限られているため、法廷傍聴ひとつ例にとっても、線ではなく点で

しか見られない。その意味で、司法修習生の研修とは内容・位置づけが異な

らざるをえない。それでもエクスターンシップを実施する意義は、実務法曹

をめざす学生のモチベーションを高めることにあるだろう。

滷 同じ裁判所であっても、担当の裁判官によって、学生が弁論準備手続に立

ち会える場合と立ち会えない場合とがあり、裁判所の対応が一貫していな

い。弁護士会としてガイドラインを作成して、裁判所と協議すべきである。

澆 受入れ事務所によって実務研修の内容・方法に大きな差異が生ずるのは望

ましくないので、実務研修の内容等の平準化をはかったほうがよいのではな

いか。

７ 平成１６年度の反省点と来年度の実施に向けて

本年度の最大の反省点は、１１もの受入れ法律事務所（第一東京弁護士会１０、

東京弁護士会１）を準備していただいたにもかかわらず、履修希望者が５名し

かいなかったことにある。先にも述べたように、１６年度は学生向けの事前説明

会を７月末に開催したが、１７年度は５月中に開催して、エクスターンシップを

履修することの意義と効果を学生に伝えたい。１７年度は、受入れをお願いした

法律事務所では足りなくなるほど、学生が履修の申込をすることを期待した

い。
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駒澤大学法科大学院・第一東京弁護士会共催
「無料法律相談会」

１ 日時 平成１６年１０月３１日（日）１３：００～１６：００（３時間）

２ 場所 駒澤大学法科大学院棟

３ 目的 漓駒澤大学近隣住民へのリーガル・サービスの提供

滷駒澤大学法科大学院の存在と活動への理解を育む

澆駒澤大学法科大学院の学生に法律相談の実務を見聞させ、法律学修

へのモチベーションを高める

潺弁護士と学生との間で法律的な話し合いを行うことにより、ローヤ

リング、エクスターンシップ、リーガル・クリニック（２００５年度開

講）での学修成果を実践できる場所を提供する

４ 担当者

盧 本学実務家教員：伊藤正義特任教授・柴谷晃特任教授・佐久間弘道教

授・春田博教授（４人）

盪 第一東京弁護士会：島田一彦先生・武市吉生先生・野崎修先生・櫻井喜

久司先生・高田享先生（５人）

５ 広報 漓新聞の折り込み広告（チラシ）

滷法科大学院棟及び大学会館２４６（２４６号線の両側）前の立看板

澆法科大学院 HP

６ 相談件数 申し込み２１件・法律相談２０件

７ 研修学生 ２６人

８ 感想

ご参加頂いた先生のご好意により地域住民の方々には満足のいく無料法律相

談会になった。また、法律相談に立会い、さまざまな指導を受けた学生は、法

的な知識と法律相談という経験とを架橋する貴重な機会と体験を得たことを喜

んでおり、今後の学修の糧となると確信した。今回も、第一東京弁護士会から

は多大なご協力をいただいた。上記の弁護士の方々の他に、駒澤大学法科大学

院が常日頃よりご指導頂いている奈良道博弁護士、業務推進課の山口忍さんが
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お見えになって、全体的進行へのご助言をいただいた。ここに記して、ご協力

をいただいた諸先生に心より感謝申し上げる。全体としては、十分に所期の目

的を達してあまりあったと思われる。
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第２回特別講演会

１ 講師 松森宏先生（東京弁護士会所属・松森宏法律事務所弁護士・本学客員

教授）

２ 演題 新人事訴訟法のポイント～離婚訴訟手続が変わった～

３ 日時 平成１６年１１月３０日１０：００

４ 場所 法科大学院棟４０２教室

５ 参加人数 約３０人（主に法科大学院の学生・教職員）

６ 内容

新人事訴訟法の制定に携わった弁護士の立場から、家事紛争を解決する際に

必要なことは何か、さまざまな手続の優先関係、及びその特色を具体的に説明

され、何度も学生を頷かせる興味深い講演であった。その中で、人事訴訟法

は、民事訴訟法の特例であることに鑑み、人事訴訟法を理解することは、民事

訴訟法を深く理解することにつながることを力説された。また、新しい法律を

作る際の苦労、弁護士としてどのように活躍すべきかにも触れられ、将来の法

曹にとって、有意義な講演であった。
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第３回特別講演会

１ 講師 佐久間弘道先生（本学教授・東京弁護士会所属・松本烝治法律事務所

弁護士）

２ 演題 民法の現代語化について

３ 日時 平成１７年１月２７日１０：００～

４ 場所 法科大学院棟４０２教室

５ 参加人数 約３０人（主に法科大学院の学生・教職員）

６ 内容

平成１６年第１６１国会において民法が改正された。この内容は、大きく分けて

２つある。

第１に、民法の現代語化である。これは、民法が私法の一般法であって、国

民に分かりやすいものでなければならないのに、改正前の民法（第１編から第

３編の財産法部分）が文語体であり、現在あまり使われない漢字を用いたり、

カタカナまじりで書かれていた。この改正により、民法は、口語体で、読みや

すい漢字とひらがなまじりに書き直された。また、いくつかの条文について、

判例通説で確定した解釈が採られている場合には、その解釈が条文に採り入れ

られている。第２に、保証に関する改正である。先生が執筆された「民法の現

代語化について」（銀行法務２１・６４１号４頁（２００５年））を資料にして、主に第

１の点について、興味深い講演があった。
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駒澤大学法科大学院における授業改善のための
諸方策の実施について

駒澤大学法科大学院では、昨年４月の開講以来、本法科大学院で行われる授業

の内容や授業の方法等についてその改善を図るため、様々な方策を実施してき

た。以下、それらの方策について報告することとする。

１ 学生に対する授業評価アンケートの実施

本法科大学院では、開講されている授業の内容およびその方法等の改善を図

る目的で、各学期（セメスター）毎に、学生に対する２種類のアンケート用紙

を用意し、実施している。第一のものは、１セメスター期間中に、各教員が授

業の形式面、および内容面についてその時点での問題点を把握し改善を図るた

めに数回実施するもので、その実施は、原則として、各教員の判断に任されて

いるものである。第二のものは、各セメスターの終了時（原則として、最後の

授業の１、２週間前）に、すべての科目について実施されるもので、そのアン

ケートの内容は、授業の形式面に関する評価、授業の内容面に関する評価、お

よび学生の自己評価の項目からなり、項目数は、２１に及ぶものである。

２ 教員相互の授業の参観

本法科大学院では、授業内容およびその方法の改善には、各教員が、実際に

他の教員の授業を直接参観して、その授業の優れた点（長所）、及び改善すべ

き点（問題点）を報告し、検討することがもっとも効果的であるとの判断か

ら、前期および後期の各セメスターにおいて、相互に授業参観（授業見学）を

行った。また、実際に授業参観できなかった教員が、他の教員の授業内容を

チェックすることができるようにするために、その教員の授業をビデオ撮影す

るという方法もとった。

３ 各FD部会の開催

本学では、公法系、民事法系、および刑事法系ごとに、授業改善を目的とし

た FD（ファカルティ・ディベロプメント）部会を設置している。そして、各

部会の幹事が委員会を開催し、授業内容、授業方法、授業で使用する教材等に

ついて協議するとともに、各教員の授業参観の日程調整等をも行っている。
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４ FD全体会議の開催

各 FD部会を統括するのが FD全体会議であり、教授会の構成員全員から構

成されている。ここで、各部会において提案された事項や問題点を協議すると

ともに、学生全体に関する教育方法の改善等が議論される。FD全体会議は、

原則として、定例教授会の開催に併せて実施されるものである。

５ 教員による授業改善の提案書の提出（授業評価アンケートに対するコメント）

学生に対する授業評価アンケートの結果は、集計後に当該科目を担当する教

員に公開され、これに基づいて各教員は、自分の科目についてなされたアン

ケートの結果を分析し、問題点を検討した上で、その具体的な改善策を学生に

対して提示するものとされている。

６ クラス担任会での学生との面接

本学では、クラス担任制を採用している。これは、各教員が数名の学生を担

任するものとし、定期的に会合することにより、学生の様々な学習上の相談や

疑問に対応して、適切なアドバイスを行うことを目的としたものであり、同時

に授業に対する要望や改善提案をも受け入れている。

７ オフィスアワー制度による学生との面接

上述のクラス担任制の他に、さらに学生からの授業内容や方法についての意

見を聞く場として、オフィスアワー制度がある。これは、各教員が、一定の時

間帯には必ず大学院の研究室に待機し、その間に訪れた学生の授業に関する質

問や意見に対応するものであるが、この制度を通しても、授業に対する改善の

要望や意見を取り入れることができるようにしている。
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駒澤大学法曹研究会会則

（名称）

第１条 本会は駒澤大学法曹研究会と称する。

（事務所）

第２条 本会の事務所は、駒澤大学法科大学院事務室に置く。

（目的）

第３条 本会は、会員相互の研究協力、法律学・法実務の研究教育及びその成果

の発表を目的とする。

（事業）

第４条 本会は次の事業を行う。

盧 機関誌等の発行

盪 研究会等の開催

蘯 他の大学、学会、弁護士会及びその他の研究調査機関との交流

盻 その他適当と認められる事業

（会員）

第５条 本会の会員は、次の通りとする。

盧 正会員 本学法科大学院の専任教員（特任教員を含む。）

盪 準会員 正会員で構成する評議員会の承認を得た者

（会長）

第６条 会長は本法科大学院研究科長が兼ねる。

（評議員会）

第７条 評議員会の構成及び運営は、次とおりとする。

盧 構成 評議員会は正会員で構成する。

盪 招集 会長が評議員会を招集する。

蘯 運営 会長が評議員会の議事等を提案し、会を運営する。

（附則）

この会則は、平成１７年１月１９日から施行する。
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